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【いぬわし君の交通安全Journal】
◇ 毎月１日、15日（土・日・祝の場合、翌平日）に配信します。
◇ 県警のウェブサイトにも掲載しています。www2.police.pref.ishikawa.lg.jp/

Ｘ（旧ツイッター）を運用しています。フォローお願いします！【石川県警察交通安全情報＠IP_koutuu_anzen】
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いぬわし君の

６歳未満チャイルドシート使用率

石川県 ６４.４％（全国平均 ８２.４％）
令和７年  警察庁･ＪＡＦ合同調査

こどもの命を守るため、チャイルド

シートを正しく使用しましょう。

６歳以上のこどもであっても、体格

に合わせてジュニアシート等を

使用しましょう。

全国で実施したチャイルドシート使用状況調査の結果、石川県の使用率は全国平均を
大きく下回る結果でした。

・車両シートにそのまま着座

・チャイルドシートにそのまま着座

・大人用シートベルト着用

・保護者の抱っこ

・衝突の衝撃で車内に体を打ち付ける

・前席の人に衝突し、けがをさせる

・車外へ放出される

・シートベルトで首や腹部を損傷する

もし事故に
遭ってしまうと

0.10 

0.49

自動車同乗中（６歳未満幼児）の
チャイルドシート使用有無別致死率比較

（令和２年～令和６年合計  全国）

約4.7倍
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〈ミスユースの例〉

・ハーネスの締め付け不適正

・ハーネス、ベルトのよじれ・ねじれ

・体格不適合

・肩ベルト、腰ベルトの通し方間違い 等

チャイルドシートのミスユース

チャイルドシートを使用している６歳未

満のこどもを対象に正しく使用できている

か調査したところ、チャイルドシートを使

用していても、正しく使用できていなかっ

た、ミスユースの割合が半数近くでした。

さらに

（令和７年 警察庁･ＪＡＦ調べ）

https://www2.police.pref.ishikawa.lg.jp/

